
 　市の人事行政運営等について市民のみなさんに理解していただくため、「岡谷市人事行政の運営等

の状況の公表に関する条例」に基づき、職員の任用、給与、服務等について、平成２０年度の概要を公

表いたします。（給与等については、平成２１年４月１日の状況も併せて公表します。）

１　任免及び職員数

（１）採用の状況（H20.4.1～H21.3.31）

(単位:人)

（２）退職の状況（H20.4.1～H21.3.31）

(単位:人)

(単位:人)

２　給与に関すること

　 平成20年度普通会計における人件費の決算額は39億9,979万6千円で、歳出決算額187億2,649万1千円の

約21.4％です。

　 なお、この人件費には市長、副市長および市議会議員などの特別職に支給される給料、報酬、手当などを

含んでいます。

（１）一般行政職の級別職員数の状況（医療職を除く）
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（３）職員数の状況(各年度4月1日現在)
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《行政職給料表》
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（２）職員の平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況

（３）特別職の報酬等の状況 （４）職員の初任給の状況(H21.4.1現在)

（注1） 給料月額は、岡谷市特別職の職員等の給与に関する条例の

一部を改正する条例による減額後の額です。

（５）職員給与費の状況（一般会計予算）

（注） 職員手当には児童手当及び退職手当を含みません。

（６）一般行政職の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され引き続き勤務している場合は、採用後の年数をいうものです。

（７）職員手当の状況

期末・勤勉手当(平成20年度支給割合) 時間外勤務手当(平成20年度普通会計)

職員1人当たり
支給月額

12月期

月　額

321,534円

684,480円

1.60月分

給　料

21年度

議　員

副市長

H20.4.1現在

396,000円

465,000円

一般行政職

大学卒
岡谷市

高校卒

41歳 1月

318,828円

平均給料
区　分

職務の等級による加算措置    有

議　長

期末・勤勉手当

1,662,269千円 218,680千円

434人

0.75月分

計

岡　谷　市

期　別

353,000円

（平成20年度支給割合）

  6月期   1.60月分

 12月期   1.75月分

    計　    3.35月分

給
料

(注1)

市　長

副議長

職員手当

20年度

172,200円

140,100円

363,017円 55歳 0月398,234円

平均給料

363,867円

技能・労務職

初任給

54歳10月398,784円

平均給与平均給与 平均年齢

区　分

1.40月分

区　　分

1人当たり給与費
年　　額  （B/A）

16,245円

経験年数15年以上
～20年未満

5,771千円

2,558,815千円

区 分
職員数

A

給　　　　与　　　　費

445人

2,504,757千円

期末手当

経験年数7年以上
～10年未満

1,622,318千円

40歳 7月

平均年齢

365,158円H21.4.1現在

360,610円

報
酬

814,500円

1.50月分

6月期

期　末

335,900円

284,600円

89,285千円

236,000円 282,900円

236,400円

281,800円

210,300円

支給総額

279,900円

          計　　B

677,866千円

経験年数10年以上
～15年未満

334,600円246,400円

217,244千円

5,750千円

665,195千円

区　　分

高校卒

大学卒

高校卒 204,800円

247,700円

3.00月分

0.75月分

勤　勉

H21.4.1現在

H20.4.1現在

大学卒



退職手当

特殊勤務手当(平成20年度普通会計)

その他の手当

扶養親族のある職員に支給されます。

通勤のために交通機関または交通用具等で通勤する職員に支給
されます。

（８）ラスパイレス指数の状況

 　ラスパイレス指数とは、国家公務員と地方公務員の給料水準を、国家公務員の職員構成を基準として、

学歴別、経験年数別に平均給料月額を比較し、国家公務

員の給料を100とした場合の地方公務員の給料水準を指

数で示したものです。

平成20年度は、国と比較して2.8ポイント下回っています。

３　勤務時間その他の勤務条件に関すること

（１）勤務時間、休憩時間の状況（標準的なもの）

59.28月分

区  分

扶養手当

内　　　　　容

　・調整額加算措置
　　（調整月額×60月分）
　・定年前早期退職の特例
　　措置  (  2 % ～ 20 %   )

59.28月分

自己都合

41.34月分

H21.4.1
現在

本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庁

午前8時30分

同じ

始業時刻

336円

滞納整理事務
感染症防疫
福祉現業
変死体処理
工事現場監督
動物死骸処理

区　分 全職種

職員1人当たり
支給月額

代表的な
手当の名称

区　分

最高限度額

（支給率）

47.50月分

　休憩　　正午から午後1時まで

一部
異なる

勤続35年

勤続25年

無

土曜日及び日曜日
祝日法に規定する休日
12月29日～翌年1月3日まで

その他の
加算措置

借家または借間に居住し、一定額を超える家賃を支払っている職
員、及び自己所有等の住宅に居住する職員に支給されます。

岡谷市　－自己所有等居住の職員は一律3,000円
　 国　 　－新築5年まで2,500円

住居手当

H20.4.1
現在

無

国の制度

との異同

午後5時30分

終業時刻

勤務時間
休憩時間

通勤手当 同じ

閉庁日

特別昇給

47.50月分

　・調整額加算措置
　　（調整月額×60月分）
　・定年前早期退職の特例
　　措置  (  2 % ～ 20 %   )

勧奨・定年

59.28月分

その他の

特別昇給

33.50月分

最高限度額

33.50月分

勧奨・定年

41.34月分

59.28月分

自己都合

勤続35年

勤続25年

加算措置

（支給率）

59.28月分

岡　谷　市

59.28月分

平成19年度 95.8

年　　　　度 ﾗｽﾊﾟｲﾚｽ指数

平成20年度 97.2



４　分限及び懲戒処分の状況

５　研修及び勤務成績の評定の状況

６　福祉及び利益の保護の状況

（２）年次休暇の取得状況  (主に一般事務職)

平均取得日数 備　　　　　　　　　　考概　　　　要

　　職員安全衛生事業

　　市町村共済組合事務

人　　数

加入団体

地方公務員災害補償基金長野県支部

（２）公務災害補償制度の状況

内　　　　容　　　　等

骨折、食中毒等

5人

9件

（２）勤務成績の評定の状況（医療職を除く）

区　　　　分

（１）福利厚生制度の状況（主に一般事務職）

・職員福利厚生事業補助金　　　３，２０５，０００円

・定期健康診断　　　　　　８項目　受診実人員　６１３人
・ドック助成　　　　　　　　 人間ドック２３９人、脳ドック１８人
・メンタルヘルス対応　　　相談事業等の実施

　　職員互助会補助事業

・保険加入、脱退手続き等
・ドック助成　　　　　　人間ドック２４５人、脳ドック１５人

内　　　　容　　　　等

評定の回数

災害件数

人　　数 内　　　　　　　訳

免職0人、降任0人、降給0人、休職5人

内　　　　　　　訳

６．７日
期間：Ｈ20.1.1～Ｈ20.12.31
年間を通して在職した正規職員の平均です。

分　　限　　処　　分

年１回

評定基準日

１　自主研修
２　職場研修
３　一般研修
４　派遣研修
５　特別研修

 　　 通信教育受講研修等
　　　ＯＪＴ実践研修等
　　　新規採用職員対象研修等
　　　県との相互派遣研修等
　　　新勤務評定説明研修会等

10月1日 539人

　公務員が一定の義務違反を行った場合に任命権者がそ
の職員の責任を問うための制裁です。組織の規律と秩序
の維持を目的としています。

受講者数

0人

懲　　戒　　処　　分

区　　　　　　分

被評定者数

　職員の身分保障を前提としつつ、職責を果たすことが期
待できない時に、職員の意に反する不利益な取扱いをす
ることをいいます。公務の能率の維持と適正な行政運営の
確保を目的としています。

　　　　　１６３人
　　　全職員参加
　　　　　４９１人
　　　　　　１７人
　　　　　７８５人

研修内容

（１）研修の状況（主に一般事務職）

免職0人、停職0人、減給0人、戒告0人

１年につき２０日付与
※翌年に繰越可能（最大２０日）



７　その他市長が必要と認める事項

８　公平委員会の報告事項

内　　　　容　　　　等

74人 市関係団体の事務従事及び兼職等

不利益処分に関する不服申立てに係る書類の交付件数 0件

（３）利益の保護の状況

営利企業等の事務又は業務に従事する場合等11人

　　　　不利益処分に関する不服申立ての状況 0件

人　　　　数

　　　　営利企業等の従事制限

　　　　職務に専念する義務の免除

区　　　　　　　　分

　　　　勤務条件に関する措置の要求の状況 0件

区　　　　　　　　　　　　　　　　　分 件　　数


